
直監告示第１１号 
 

令和５年１月１３日付 直監告示第７号により公表した監査の結果について、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、直方

市長から次のとおり措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりこれを公表する。 
 

 令和５年２月３日 
                                   直方市監査委員  大  場   亨 
                                   直方市監査委員  田 代  文 也 
 

産業建設部 用地管理課 定期監査指摘事項措置状況報告 
 

 指摘の内容 監査委員意見 講じた措置 完了（予定）時期 

道
路
占
用
許
可
に
つ
い
て 

道路占用許可の期

間が終了し、継続して

道路占用許可申請を

受けようとする者に

対して、申請書の提出

を省略し継続して道

路占用許可を行って

いる。 

 

道路法第 32 条第 1 項に「道路に次の

各号のいずれかに掲げる工作物、物件又

は施設を設け、継続して道路を使用しよ

うとする場合においては、道路管理者の

許可を受けなければならない。（以下省

略）」とあり、同条第 2 項に「前項の許

可を受けようとする者は、左の各号に掲

げる事項を記載した申請書を道路管理者

に提出しなければならない。（抜粋）二 

道路の占用の期間」とあることから、期

間を指定した申請書の提出を受けて、そ

の間の許可を与えるものであると思われ

る。 

直方市道路占用料条例、直方市道路占

用料条例施行規則は、上位法である道路

法の規定に基づき、道路の占用許可を受

けた者から徴収する占用料の額及び徴収

方法等を定めたものである。上位法に沿

った適正な手続きをされたい。 

指摘された点について、

今後は直方市道路占用料条

例施行規則を改正し、更新

手続きを定めたうえで、適

正な手続きを行うこととし

ます。 

 

R5.3.31 

 

財
務
事
務
に
つ
い
て 

道路台帳等コピー

代の事務処理におい

て、利用者からその都

度代金を徴収してい

るが、指定金融機関へ

の納入は毎月月末に

行っている。 

 

直方市財務規則第 44 条第 1 項に「現

金取扱員は、収納した現金を即日現金領

収帳及び収納金払込書により指定金融機

関又は収納代理金融機関に払い込まなけ

ればならない。」とあり、同条第 2 項に

「前項に規定する即日払い込みができな

い場合は、会計担当課内金庫に一時保管

し、翌日(当日が指定金融機関及び収納

代理金融機関の休業日であるときは、そ

の翌日)正午までに指定金融機関又は収

納代理金融機関に払い込まなければなら

ない。ただし、会計担当課内金庫に一時

保管できない場合は、自己の責任におい

て最善の方法により保管しなければなら

ない。」とある。 

現金を受領したときは遅くとも翌日の

正午までに納入することが定められてい

ることから、規定に沿った正しい事務処

理をされたい。 

指摘された点について、

今後直方市財務規則に基づ

き適正な事務処理を行うよ

う指導等行いました。 

R5.1.30 

 


